
個票

個票

）

別紙様式第１　様式2-1 ④

（令和５年度補正） 地域少子化対策重点推進交付金　実施計画書 （市町村分）

事 業 メ ニ ュ ー 結婚_妊娠・出産_子育てに温かい社会づくり_機運醸成事業

区 分 一般メニュー

関 連 事 業 メ ニ ュ ー 3_1_5 結婚・子育てを応援する社会的機運の醸成の広報

自治体名 辰野町 (都道府県： 長野県

本事業の担当部局名 子育て応援課

個 別 事 業 名 結婚子育て応援さぽーとBOOK事業
新規／継続
(一般財源での
実施も含む)

継続

実施期間 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 事業開始年度 令和

個
別
事
業
の
内
容

番号 項目 内容
ステップ
アップ

KPI
設定

1
冊子（結婚子育て
応援さぽーと
BOOK）の作成

4 年度

対象経費支出予定額
※（注）１

199,100 円

自治体における少子化
対策の全体像及びその
中での本個別事業の位
置付け
※（注）２

（これまでの少子化対策の全体像及びその効果検証から浮かび上がった地域の実情及び課題 ）※全事業共通

辰野町の人口は昭和60年（1985）の23,935人をピークに減少が続き、令和2年（2020）国勢調査を基とした、国立社会保
障・人口問題研究所の推計によれば、2050年には11,518人まで減少すると予測されている。2050年には年少人口、生
産年齢人口は令和2年（2020）の約半分まで減少する一方で、老年人口の減少幅は小さいため、高齢化率は上昇し続け
る状況にある。近隣の市町村と比較してみても高齢化率は高くなっている。
平成28年（2016）から令和元年（2019）までの3年間の転出入の状況では、男女ともに25歳から29歳の転出が多く、特に
20代女性の転出と転入の差が大きくなっており転出超過となっている。
出生数については、平成2年（1990）の222人をピークに令和4年（2022）は82人と大きく減少し、婚姻数についても平成12
年（2000）の145件に対し、令和4年（2022）は49件と大きく減少している。令和2年（2020）国勢調査を基とした、こども女
性比率（0～4歳人口と15～49歳女性人口比率）は0.24712で近隣市町村と比べると最も低くなっている。
今後は、関係機関等との連携を図りながら、結婚を希望する方へのさらなる出会いの場の創出や経済的支援などの充
実に努め、総合的な支援ができるよう取り組んでいく必要がある。

（当年度の少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付け）

＜当年度の少子化対策の全体像＞※全事業共通
少子化対策には結婚や出産の希望が叶い、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備が重要である。過年
度に引き続き、婚姻件数や婚姻率の低下を防ぐため出会いの場の創出を重点的に行う。上伊那の結婚相談所とも協力
しながら結婚支援を行う。子どもたちを取り巻く環境や地域のつながりの希薄化などから家庭や地域での子育て力が低
下し、子育て家庭の不安や負担が増加していることから、住民、地域組織、ＮＰＯ法人、民間事業者等と連携し、社会全
体で子育てを応援する機運の醸成を図り、官民協働による取り組みを推進していく。

＜本個別事業の位置付け＞
辰野町第6次総合計画では、基本目標「次代を担う人材が育つまち」の施策として「安心して子どもを生み、子育てがで
きる環境の構築」を掲げ、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を行い、町民が安心して子どもを生み、子育て
ができる環境づくりを推進している。
第2期辰野町まち・ひと・しごと創生総合戦略では、「結婚・出産・子育ての希望をかなえよう！」として、若者のライフス
テージに応じた取り組みを推進し、施策として妊娠出産・子育て環境の充実のために相談体制の整備をはじめとする、
安心して子育てができる環境づくりを進める。
本事業は、上記施策の「妊娠出産・子育て環境の充実」に位置づけられるものである。

令和5年度に結婚子育て施策をまとめた冊子の内容をリニューアルし、補助金など具体的なも
のを掲載することにより、結婚・子育てに対する希望を持たせる。
当町の結婚・移住に対する補助、子育て施策を盛り込んだ内容の冊子を作成する。また、民間
事業者との連携や、広報誌、新聞、町ホームページを利用し、広く周知を図る。

広報の目的：結婚、移住、住宅及び子育て支援については、それぞれ担当する部署が異なり、
一元的に情報を入手できず、集約したものがほしいという要望があったことから、情報を一元化
した冊子を作成し周知PRをする。
ターゲット：妊婦、子育て世帯、結婚を希望する方、移住者、子育て支援団体等
内容：結婚、住宅、妊娠・出産、各種手当・給付金、相談支援、施設情報、障がい者支援
当該広報媒体の選定理由：辰野町広報誌の子育て特集号として作成したときに、移住者や結
婚世帯、子育て世帯向けに冊子として発行していほしいという声が多かったことから、冊子とし
て令和4年度から継続して作成している。
配布先：女性や若者向けのセミナー、子育て支援団体、妊婦、障がい者支援事業所、金融機
関、商工会、飲食店、不動産業者、工務店、結婚相談所、病院、各課窓口等

○ ○

(過年度の本個別事業で浮かび上がった課題の分析及びそれに対する取組（ステップアップ）)

結婚支援、子育て支援及び住宅支援については、それぞれ担当する部署が異なり、情報の一元化が求められている。
令和4年度から取り組んでいるが、若者や子育て世代のニーズをくみ取り、内容を常にアップデートしていく必要がある。
障がいのある方に向けた支援情報や新規事業も加え、情報を一元化した冊子を作成し周知し、子育て支援団体、妊婦
へも配布する。

【次年度以降に向けた事業の方向性】

内容変更や要望を踏まえて見直しを図りながら、継続して作成する。

【事業内容を検討する上で参考とした既存事業】

※（注）３



①若者世代（20～30代）の婚姻数 件 50（令和７年度） 41.5（令和4年度）

少子化対策全体の重要
業績評価指標(KPI)及び
定量的成果目標　※（注）４

※全事業共通

KPI項目 単位 目標値 現状値

第2期辰野町まち・ひと・しごと創生総合戦略におけるKPI

②合計特殊出生率 ％ 1.6（令和７年度） 1.21（令和4年度）

参考指標
※（注）５

※全事業共通

項目 単位 直近の実績

合計特殊出生率 1.23（令和4年度）
婚姻件数 件 49（令和4年度）

（アウトプット）

婚姻率 2.65（令和4年度）
KPI項目 単位 目標値 現状値

事業内容
番号

項目

3

1 結婚子育て冊子配布数 部 950 900
2 妊婦への配布 ％ 100 100

（アウトカム)

1 冊子内容の満足度 ％ 90 80
2

3

民間事業者との連携・役
割分担の考え方及び具

体的方法　※（注）８

金融機関、商工会、飲食店、不動産業者、工務店、結婚相談所、病院等に冊子の配架にご協力をいただく。
新聞掲載の依頼をし、広く周知を図る。

（注）
１「対象経費支出予定額」には、本交付金の対象外経費を除いた対象経費支出予定額（補助率を乗じる前の額）を記入すること。また、金額の根拠となる資料（見積書等）
を添付すること。
２「自治体における少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付け」には、次の①～③を記載すること。ただし、結婚新生活支援事業において、③は記載不
要。
　①これまでの少子化対策の全体像及びその効果検証から浮かび上がった地域の実情及び課題
　②当年度の少子化対策の全体像及びその中での本個別事業の位置付け
　③過年度の本個別事業で浮かび上がった課題の分析及びそれに対する取組（ステップアップ）
３「個別事業の内容」には、本個別事業の具体的内容を記載すること。
　※個別事業を次年度以降も自立的に発展させるため、事業内容の末尾に必ず次年度以降に向けた事業の方向性を記載すること（結婚新生活支援事業においては記載
不要）。
　※事業内容を検討する上で参考とした既存事業があれば、都道府県名又は市町村名、事業名を記載すること（結婚新生活支援事業においては記載不要）。
４「少子化対策全体の重要業績評価指標(KPI)及び定量的成果目標」については、自治体の少子化対策全体のKPI及び定量的成果目標を達成予定時期を含め記載するこ
と。また、各自治体は少なくとも令和６年度終了時点に、各自治体において効果検証を実施すること。
５「参考指標」には、各自治体の合計特殊出生率、婚姻件数、婚姻率を記載すること。
６「個別事業の重要業績評価指標（KPI）及び定量的成果目標」には、自治体における少子化対策の全体像の中での本個別事業の位置付けを踏まえ、KPI及び定量的成
果目標を達成予定時期を含め記載すること。また、各自治体において効果検証を実施すること。
　※過去に関連する事業を実施している場合は、過去に設定したKPIを踏まえたKPIを設定すること。
　※結婚支援センター事業を実施する場合は、参考として直近年度の「会員登録数」「引き合わせ成立者数」「カップル成立組数」「成婚数」を記載すること。
７「他自治体との連携・役割分担の考え方及び具体的方策」には、本個別事業を他の都道府県や市町村と連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記載す
ること。
８「民間事業者との連携・役割分担の考え方及び具体的方法」には、本個別事業を民間事業者との連携のもと実施する場合、その考え方及び具体的方法を記入すること。

他自治体との連携・役割
分担の考え方及び具体

的方法　※（注）７

他市町村の公的相談所や長野県立図書館との連携も図りながらＰＲ活動を行う。

個別事業の重要業績評
価指標(KPI)及び定量的

成果目標　※（注）６


